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東京都2023年 9 月 7 日�� �562
東京都2024年 2 月15日［事例 9］�� �402
東京都2024年 8 月29日�� �100

※�　愛知県消費生活審議会苦情処理委員会を「愛知県」と、大阪府消費者保護審議会苦
情審査委員会を「大阪府」と、東京都消費者被害救済委員会を「東京都」と略した。

●重要裁判例索引●

●苦情処理委員会あっせん事例索引●


